
国立大学法人三重大学ＭＩＥＵポイント事業実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，国立大学法人三重大学ＭＩＥＵポイントに関する要項（以下「要項」とい

う。）第１１条の規定に基づき，国立大学法人三重大学（以下「本学」という。）のＭＩＥＵ

ポイント事業（以下「事業」という。）に関し必要な事項を定める。 

（事業の責務） 

第２条 要項第３条第１項に定めるポイント付与活動の開催案内，準備，対応，参加確認等は，

施設部施設環境チームで行うものとする。ただし，同条同項第２号の活動については，担当部

局において開催案内，準備，対応，参加確認等を行うものとする。 

（利用の登録） 

第３条 要項第５条に定めるＭＩＥＵポイントの付与対象者（以下「利用者」という。）は，本

学のＭＩＥＵポイント付与システムから次の各号により登録しなければならない。 

(1) 新規ユーザー登録又はユーザー情報変更からユーザー情報を登録又は変更すること。 

(2) 活動登録から行った付与活動の日付等を登録すること。 

（ポイントの付与の申請期間） 

第４条 ＭＩＥＵポイントの付与申請に係る期間は，付与活動実施の日以後における最初の３月

３１日までとする。 

（ポイントの付与活動等） 

第５条 利用者に対して付与するＭＩＥＵポイントの付与活動及びポイント数は，別表第１に定

めるところによる。 

（ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴへの交換） 

第６条 要項第７条第２項に定める契約締結によるポイントの交換の相手は，イオンマーケティ

ング株式会社（以下「イオン」という。）とし，利用者は，保有するＭＩＥＵポイントをイオ

ンが提供するＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴと交換できるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，予算の関係上，問題が生じた場合は，三重大学地球環境センター

長（以下「センター長」という。）が，ＭＩＥＵポイントからＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴへの交換

（以下「ポイント交換」という。）を停止できるものとする。 

３ イオンとの契約の満了又は任意解約により契約を終了する時は，三重大学地球環境センター

（以下「センター」という。）が，本学のホームページ等により利用者に対しポイント交換が

できなくなる２か月前までに，周知を行わなければならないものとする。 

４ 前項に定めるもののほか，イオンとの契約が解除になった場合は，センターが，本学のホー

ムページ等により速やかに利用者に対し，周知を行わなければならないものとする。 

５ 第２項の場合には，センターが，本学のホームページ等により利用者に対し事前に，周知を

行わなければならないものとする。 

（ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴとの交換条件等） 

第７条 ポイント交換の条件は，次の各号に定めるところによるものとする。 

(1) ポイント交換する際の交換比率は，ＭＩＥＵポイント１ポイントに対し，ＷＡＯＮ Ｐ

ＯＩＮＴ１ポイントとする。 



(2) 利用者が，ＭＩＥＵポイントをＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴに交換できるポイント数は，１回

あたり１０ポイント以上とし，１０ポイント単位で設定できるものとする。 

(3) 利用者がＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴに交換することができるポイント数は，１回あたりの上

限を１０，０００ポイントとする。 

２ 利用者が，ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴに交換を申請できる日は，毎月２０日までとする。 

３ イオンによるＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴの付与日は，毎月１日とする。ただし，付与日が，行政

機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項第１号及び第２号に定める

休日の場合は，その日後においてその日に最も近い休日でない日をポイント付与日とする。 

４ ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴへの交換後は，イオンが定めるＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴサービス規約に従

うものとし，センターは，一切の責任を負わないものとする。 

（ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ対象活動等） 

第８条 ポイント交換ができる付与活動及びポイント数は，別表第２に定めるところによる。 

 （参加確認） 

第９条 環境に関する活動の参加確認は，センターが，利用者のＩＤ，アカウント，氏名，所

属，活動日，主設問Ｎｏ及び主設問タイトルの情報（以下この条において「利用者情報」とい

う。）を記載したＣＳＶファイルを作成し，ＭＩＥＵポイント付与システムで行うものとす

る。 

２ 環境に関するもの以外の活動は，担当部局が，利用者情報を記載したＣＳＶファイルを作成

しセンターに報告することにより，センターがＭＩＥＵポイント付与システムで参加確認を行

うものとする。 

（ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴへの交換申請期間） 

第１０条 ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴへの交換申請期間は，ＭＩＥＵポイントが付与された年度の翌

年度末までとする。 

（事業の終了等） 

第１１条 事業を終了又は変更を行う時は，センターから利用者に対し事前に周知するものとす

る。 

２ 保有ポイントは，事業の終了後，直ちに失効するものとする。この場合において，ポイント

事業の終了により生じた不利益又は損害について，センターは，一切の責任を負わないものと

する。 

（雑則） 

第１２条 この要領に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

１ この要領は，令和７年１月６日から実施する。 

 ２ この要領施行前の利用者が，保有するＭＩＥＵポイントについては，第６条第１項の規定

にかかわらず，ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴへの交換はできないものとする。 

 

 



別表第１(第5条関係) 

ＭＩＥＵポイント付与活動及びポイント数 

活動項目 ポイント数 

(1)地球環境センター開講のＥＳＤ・環境教育関連科目の履修・受講 

地球環境センター開講のＥＳＤ・環境教育関連科目 10 

(2)環境学習 

環境ISO学生委員会が実施する環境学習の企画及

び参加 

100 

(3)3Ｒ活動 

環境ISO学生委員会が実施する古本のリサイクル

活動に本を提供 
10 

環境ISO学生委員会が実施するリサイクル活動に

自転車・家電製品・OA機器を提供 
20 

三重大学リサイクルシステムの利用 

（教職員限定） 
20 

(4)リ・リパックの回収協力 

リ・リパックの回収協力 10 

 

(5)学内の室内照明・エアコンの節電活動 

 室内人数 

10以下 11～50 51～100 101以上 

照明の全面消灯 11 13 15 19 

照明の部分消灯 10 11 13 14 

エアコンのスイッチオフ 

冬季限定 対象期間：12月～2月 
18 30 50 74 

(6)学内の省エネルギー活動 

エレベータを使わない 1 

パソコンのシャットダウン（職員限定） 5 

パソコンのモニターの電源オフ（職員限定） 3 

(7)学内の清掃活動 

キャンパスクリーンデーに参加 50 

自主的なキャンパス清掃の実施 10 

(8)学内の緑化活動 

学内緑化（樹木及び花卉の手入れ） 

（学生限定） 
20 

(9)ノーマイカー通勤の実施 

ノーマイカーの実行 20 

(10)環境内部監査 



内部監査養成セミナーに参加 50 

被監査部門担当者として対応 50 

内部監査リーダとして実施 100 

内部監査員として実施 50 

(11)海岸清掃イベントに参加 

町屋海岸清掃 200 

(12)学内のアンケート等への協力 

学内のアンケートへの協力 

学内の研修会・講演会の企画及び参加 

学内の意見の募集 

学内のイベントの企画及び開催準備への参加 

 

 

上限10,000 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２(第8条関係) 

ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ対象活動及びポイント数 

活動項目 ポイント数 

(1)学内の清掃活動 

キャンパスクリーンデーに参加 50 

(2)海岸清掃イベントに参加 

町屋海岸清掃 200 

(3)学内のアンケート等への協力 

学内のアンケートへの協力 

学内の研修会・講演会の企画及び参加 

学内の意見の募集 

学内のイベントの企画及び開催準備への参加 

 

 

上限10,000 

 


